
らホまで）。  

また、一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介   

護又はユニット型短期入所生活介護に係る夜勤体制による減算は、当該   

施設のユニット部分又はユニット部分以外の部分について所定の員数を   

置いていない場合について施設利用者全員に対し、行われるものである   

こと。具体的にはユニット部分について夜勤体制による要件を満たさず   

ユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施   

設利用者全員に対し夜勤体制の減算が行われることとなる。   

（例） 指定短期入所生活介護事業所を併設する指定介護老人福祉施設  

（短期入所生活介護利用者－○人、介護老人福祉施設入所者五○  

人、介護・看護職員二○人）がユニット型指定短期入所生活介護  

事業所（利用者一○人）を併設する一部ユニット型指定介護老人  
福祉施設（ユニット部分の入所者二○人、ユニット部分以外の部  

分の入所者三○人）に転換した場合において、一部ユニット型介  

護老人福祉施設のユニット部分の入所者二○人とユニット型指定  

短期入所生活介護事業所の利用者一○人を合算した入所者三○人  

に対し、二：一の職員配置で介護・看護職員を一五人配置し（ユ  

ニット型介護老人福祉施設サービス費、ユニット型短期入所生活  

介護費をそれぞれ算定）、転換前の介護・看護職員数を維持する  

ために、一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分以  

外の部分の入所者三○人に対し介護・看護職員を五人しか配置し  

ないとすると、三：一の職員配置を満たさないため、介護福祉施  
設サービス費（三：一の職員配置）に一00分の七○を乗じて得  

た単位数を算定する。  

（7）ユニットにおける職員に係る減算について  

5の（6）を準用する。  

（8）機能訓練指導員の加算について  

注3の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事す   

る常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、   

併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、   

たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに   

留意すること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設される   
短期入所生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所にお   

いてはその本体施設の入所者数を含む。）が－00人を超える場合であ   

って、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されて   

三号ロからホまで）。  

また、一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介   

護又はユニット型短期入所生活介護に係る夜勤体制による減算は、当該   

施設のユニット部分又はユニット部分以外の部分について所定の員数を   

置いていない場合について施設利用者全員に対し、行われるものである   

こと。具体的にはユニット部分について夜勤体制による要件を満たさず   

ユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施   

設利用者全員に対し夜勤体制の減算が行われることとなる。   

（例） 指定短期入所生活介護事業所を併設する指定介護老人福祉施設  

（短期入所生活介護利用者一○人、介護老人福祉施設入所者五○  

人、介護・看護職員二○人）がユニット型指定短期入所生活介護  

事業所（利用者一○人）を併設する一部ユニット型指定介護老人  

福祉施設（ユニット部分の入所者二○人、ユニット部分以外の部  

分の入所者三○人）に転換した場合において、一部ユニット型介  

護老人福祉施設のユニット部分の入所者二○人とユニット型指定  

短期入所生活介護事業所の利用者－○人を合算した入所者三○人  

に対し、二：一の職員配置で介護・看護職員を一五人配置し（ユ  

ニット型介護老人福祉施設サービス費、ユニット型短期入所生活  

介護費をそれぞれ算定）、転換前の介護・看護職員数を維持する  

ために、一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分以  

外の部分の入所者三○人に対し介護・看護職員を五人しか配置し  

ないとすると、三：一の職員配置を満たさないため、介護福祉施  
設サービス費（三：一の職員配置）に－00分の七○を乗じて得  

た単位数を算定する。  

（7）ユニットにおける職員に係る減算について  

5の（6）を準用する。  

（8）機能訓練指導員の加算について  

注3の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事す   

る常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、   

併設の適所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、   

たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに   

留意すること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設される   

短期入所生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所にお   

いてはその本体施設の入所者数を含む。）が一00人を超える場合であ   

って、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されて  
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いるときは、その他の機能訓練指導員については、「常勤換算方法で利   
用者の数を一00で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、   
併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。   
例えば、入所者数一00人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者   

数二○人の短期入所生活介護事業所において、二人の常勤の機能訓練指   
導員がいて、そのうちの一人が指定介護老人福祉施設及び指定短期入所   

生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合であっては、も   
う一人の機能訓練指導員は、勤務時間の五分の一だけ指定介護老人福祉   
施設及び短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、そ   
の他の時間は併設の適所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事する   

ときは、通所介護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能   
訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。  

（射 看護体制加算について   

① 併設事業所について  

併設事業所における看護体制加算の算定に当たっては、本体施設に  

おける看護職員の配置とは別に、必要な看護職員の配置を行う必要が  

ある。卿  

イ働こおける看護師の酉己置に  

かかわらず、指定短期入所生活介護事業所として別に一名以上の常  
勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能であも  

ロ働こついては、本体施設における看護職員の酉己置  
にかかわらず、㈲‡（特別養護  
老人ホームの空床利用の場合を除く。）における勤務時間を当該事  
業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（一週間に勤務すべ  

き時間数が三二時間を下回る場合は三二時間を基本とする。）で除  

した数が、利用者の数が二五又はその端数を増すごとに一以上とな  

る場合に算定が可能である。   

②欄引こついて  

特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う  

場合にあっては、看護体制加算の算定は本体施設である特別養護者人  
ホームと「体的に行うものとすること。見附捌こは以下のとおりとす  

る」＿  

イ働己  

置している場合は、空床利用の指定短期入所生活介護についても、  

いるときは、その他の機能訓練指導員については、「常勤換算方法で利  
用者の数を一00で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、  

併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。  

例えば、入所者数一00人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者  

数二○人の短期入所生活介護事業所において、二人の常勤の機能訓練指  

導員がいて、そのうちの一人が指定介護老人福祉施設及び指定短期入所  

生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合であっては、も  

う一人の機能訓練指導員は、勤務時間の五分の一だけ指定介護老人福祉  

施設及び短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、そ  

の他の時間は併設の適所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事する  

ときは、通所介護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能  
訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。  

算定が可能である。  
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ロ 看護体制加算（Ⅲ）については、指定介護老人福祉施設の入所者数  
と空床利用の指定短期入所生活介護の利用者数を合算した数が二五  

又けその端数を増すごとに一以上、かつ、当該合算した数を指定介  
護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる看護職員  

の数に一を加えた数以上の看護職員を配置している場合に算定可能  

となる。   

③ なお、①②のいずれの場合であっても、看護体制加算（Ⅰ）及び看護  

体制加算（Ⅲ）を同時に算定することは可能であること。この場合にあ  
っては、看護体制加算（Ⅰ）において加算の対象となる常勤の看護師に  
ついても、㈱こ含め  
ることが可能である。  

（10）働こついて   
① 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤  

職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後十暗から翌日の午前五時まで  
の時間を含めた連続する一六時間をいう。）における延夜勤時間数臥  
当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小  

数点第三位以下は切り捨てるものとする。   
② 指定介護老人福祉施設の併設事業所である場合又は特別養護老人ホ  

ームの空床において指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、指  
定短期入所生活介護の利用者数と本体施設である指定介護老人福祉施  

設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設のり、所者楓  
とした場合に必要となる夜勤職員の数を一以上上回って配置した場合  

に、加算を行う。   

③ 一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所においては、当該事業  
所のユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれについて区別して加算  

の算定の可否を判断することとし、ユニット部分において加算の算定  
基準を満たした場合にはユニット部分の利用者について夜勤職員配置  

加算（Ⅱ）を∴ユニット部分以外の部分において加算の算定基準を満  

たした場合には当該部分の利用者について夜勤職員配置加算（Ⅰ）を、  

それぞれ算定することとする。   
④両部ユニット型指定短  

期入所生活介護事業所のユニット部分にあっては、増配した夜勤職員  
については、必ずしも特定のユニツ＝こ配置する必要はないものとす  

るこL  

（11）㈲こついて   
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① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に  

伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。   

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急  
に短期入所生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介  

護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同  
意の上、指定短期入所生活介護の利用を開始した場合に算定すること  

ができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開  

始した場合に限り算定できるものとする。  

この際、短期入所生活介護ではなく、医療機関における対応が必要  
であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、  

情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計ら  
う必要がある。  

（∋ 次に掲げる者が、直接、短期入所生活介護の利用を開始した場合に  
は、当該加算は算定できないものであること。  

a 病院又は診療所に入院中の者  

b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所  

中・ノ・昔  

c 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、  

特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護及  
び短期利用共同生活介護を利用中の者   

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておく  

こと。また、事業所も判断を行った日時、医師名、及び利用開始に当  

たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。   

⑤ 七日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行  
動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評  

価したものであるためであり、利用開始後八日目以降の短期入所生活  

介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること  

（12）若年性認知症利用者受入加算について  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を   

中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。  

l巨  

や）栄養管理体制加算   

① 管理栄養士又は栄養士（以下「管理栄養士等」という。）について  
は、当該施設に配置されていること（労働者派遣事業の適正な運営の  

確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法  

律第八十八号）の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労  
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働者を含む。）。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置  
されている場合は、当該加算を算定できないこと。   

② 特別養護老人ホームに併設される併設型措定短瓢入所生活介護事業  

所において、昭栄養士等が、併せて併設  

事業所における栄養管理を行う場合にあっては、管理栄養士等が配置  
されている本体施設及びその併設事業所のいずれにおいても算定でき  

るこL   

③ 管理栄養士等は、利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量  

及び内容の食事の提供を行うこL  

廷吐療養食加算   

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師よ  
り利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づ  

き、厚生労働大臣が定める者等（平成十二年厚生省告示第二十三号。  
以下「二十三号告示」という。）に示された療養食が提供された場合  
に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作  

成されている必要があること。   

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発  

行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応し  

た栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、  
胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風  
食及び特別な場合の検査食をいうものであること。   

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わな  
いこと。   

④ 減塩食療法等について  

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取  
り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行  

う場合は、加算の対象とはならないこと。  

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食  

については、総量七・Og以下の減塩食をいうこと。  

廷迫療養食加算   

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師よ  
り利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づ  

き、厚生労働大臣が定める者等（平成十二年厚生省告示第二十三号。  
以下「二十三号告示」という。）に示された療養食が提供された場合  
に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作  

成されている必要があること。   

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発  
行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応し  

た栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、  
胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓病食、順質異常症食、痛  
風食及び特別な場合の検査食をいうものであること。   

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わな  
いこと。   

④ 減塩食療法等について  

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取  
り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行  
う場合は、加算の対象とはならないこと。  

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食  

については、総量六・Og未満の減塩食をいうこと。ただし、平成二   

十御七・Og以下の減塩食でも認  
めるものとすること。 

⑤ 肝臓病食について  

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄痘食（胆石   
症及び胆嚢炎による閉鎖性黄症の場合を含む。）等をいうこと。   

⑥ 胃潰瘍食について  

⑤ 肝臓病食について   

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄痘食（胆石   
症及び胆嚢炎による閉鎖性黄症の場合を含む。）等をいうこと。  

⑥ 胃潰瘍食について  
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声   

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこ  

と。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の  
大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場  

合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大  
腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食に  

ついては、療養食として取り扱って差し支えないこと。   

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について  

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモ  

グロビン濃度が一Og／dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来  

する者であること。   

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について  

高度肥満症（肥満度が＋七○％以上又はBMI（Body MassIndex）  
が三五以上）に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて  

取り扱うことができること。   

⑨ 特別な場合の検査食について  

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ⅹ線検査・大腸内  
視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、  
「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。   

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について  

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空  

腹時定常状態におけるLDL   

抑ま血清中  

性脂肪値が一五○Ⅰ唱／dl以上である者であること。  

吐吐緊急短期入所ネットワーク加算   

① 緊急短期入所ネットワーク加算  

緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業  

所及び指定短期入所療養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サ  

ービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用  

した場合その利用者に対し加算する。  

ア 連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して一00以上を確  

保すること。  

a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム  
等に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員  

b 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医  

療施設の入所（入院）者に利用されていない居室（病床）を利用  

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこ  

と。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の  
大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場  

合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大  

腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食に  

ついては、療養食として取り扱って差し支えないこと。   

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について  

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモ  

グロビン濃度が－Og／dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来  

する者であること。   

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について  

高度肥満症（肥満度が＋七○％以上又はBMI（Body MassIndex）  
が三五以上）に対して食事療法を行う場合は、高脂血症食に準じて取  

り扱うことができること。   

⑨ 特別な場合の検査食について  

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ⅹ線検査・大腸内  
視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、  

「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。   

⑩ 高脂血症食の対象となる入所者等について  

療養食として提供される高脂血症食の対象となる入所者等は、空腹  

時定常状態における血清総コレステロール値が二二Omg／dl以上であ  

る者又は血清中性脂肪値が一五Omg／dl以上である看であること。   

吐辻緊急短期入所ネットワーク加算   

① 緊急短期入所ネットワーク加算  

緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業  

所及び指定短期入所療養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サ  

ービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用  

した場合その利用者に対し加算する。  

ア 連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して一00以上を確  

保すること。  

a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム  
等に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員  

b 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医  

療施設の入所（入院）者に利用されていない居室（病床）を利用  
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して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を行  

っている場合は、前年度の一日平均の空床及び短期入所生活介護  

又は短期入所療養介護の利用者数  

イ 連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整  

を行うための窓口を明確化していること。  

り 緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設  
は、二四時間相談可能な体制を確保していること（夜間帯において  

は、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保していることとす  

る。）。  
エ 緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理  

由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。  

オ 連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応  
に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること。   

② 緊急短期入所ネットワーク加算の対象期間  

緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として七日  

以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方  

策について、担当する指定居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、  
相談すること。ただし、七日以内に適切な方策が立てられない場合は、  

その状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。  

（15）在宅中重度者受入加算  

して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を行  

っている場合は、前年度の一目平均の空床及び短期入所生活介護  

又は短期入所療養介護の利用者数  

イ 連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整  

を行うための窓口を明確化していること。  

り 緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設  

は、二四時間相談可能な体制を確保していること（夜間帯において  

は、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保していることとす  

・二  、  

エ 緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理  

由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。  
オ 連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応  

に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること。   

② 緊急短期入所ネットワーク加算の対象期間  

緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として七日  

以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方  

策について、担当する指定居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、  
相談すること。ただし、七日以内に適切な方策が立てられない場合は、  

その状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。  

（12）在宅中重度加算  

① 夜間看護体制加算  

5の（8）イ及びハを準用する  

② 在宅中重度者受入加算   

ア ニの加算は、その居宅において訪問看護の提供を受けていた利用  
者が、指定短期入所生活介護を利用する場合であって、指定短期入  
所生活介護事業者が、当該利用者の利用していた訪問看護事業所か  

ら派遣された看護職員により当該利用者の健康上の管理等を行わせ  

た場合に対象となる。この場合の健康上の管理等に関する医師の指  

示は、指定短期入所生活介護事業所の配置医師が行うものとする。   

イ 在宅中重度者受入加算を算定するに当たっては、あらかじめ居宅  
サービス計画に位置づけた上で行うこととなるが、特に初めてこの  

サービスを行う場合においては、サービス担当者会議を開催するな  

どサービス内容や連携体制等についてよく打合せを行った上で実施  

することが望ましい。   

り 指定短期入所生活介護事業所は、当該利用者に関する必要な情報  

ア ニの加算は、その居宅において訪問看護の提供を受けていた利用   

者が、指定短期入所生活介護を利用する場合であって、指定短期入   
所生活介護事業者が、当該利用者の利用していた訪問看護事業所か   

ら派遣された看護職員により当該利用者の健康上の管理等を行わせ   

た場合に対象となる。この場合の健康上の管理等に関する医師の指   

示は、指定短期入所生活介護事業所の配置医師が行うものとする。  

イ 在宅中重度者受入加算を算定するに当たっては、あらかじめ居宅   

サービス計画に位置づけた上で行うこととなるが、特に初めてこの   

サービスを行う場合においては、サービス担当者会議を開催するな   

どサービス内容や連携体制等についてよく打合せを行った上で実施   

することが望ましい。  

り 指定短期入所生活介護事業所は、当該利用者に関する必要な情報  
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を主治医、訪問着議事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事  

業所等を通じてあらかじめ入手し適切なサービスを行うよう努めな  

ければならない。  

エ 指定短期入所生活介護事業所は、在宅中重度受入加算に係る業務  
について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健康上の管  

理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うこととする。  

オ 健康上の管理等の実施上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は  
短期入所生活介護事業所が負担するものとする。なお、医薬品等が、  

医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。  

「特別養護老人ホーム等における療養の給付（医療）の取扱につい  

て」（平成十四年三月十一日保医発第○三三一00二号を参照）  

（16）サービス提供体制強化加算について   

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年  
度（三月を除く。）の平均を用いることとする。なお、この場合の介  

護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計  

画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等  

介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し  

支えない。  

ただし、酔年間及び平成二十二年度以降の前年度  

の実績が六月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した  

事業所を含む。）については、届出目の属する月の前三月についてト  
常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、  

新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四′月目以降届  

出が可能となるものであること云  

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得  
している者とすること。   

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、  

直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しな  

ければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、  

所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知  

第一の5の届出を提出しなければならない。   

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうもの  
とする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年数三年以上の  
者とは、平成二十一年三月三十一目時点で勤続年数が三年以上である  

者をいう。  

を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事   
業所等を通じてあらかじめ入手し適切なサービスを行うよう努めな   

ければならない。  

エ 指定短期入所生活介護事業所は、在宅中重度受入加算に係る業務   

について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健康上の管   

理等の実施に必要な費用を訪問者護事業所に支払うこととする。  

オ 健康上の管理等の実施上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は   

短期入所生活介護事業所が負担するものとする。なお、医薬品等が、   

医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。   

「特別養護老人ホーム等における療養の給付（医療）の取扱につい   

て」（平成十四年三月十一日保医発第○三三－00二号を参照）  
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④働こおける勤務年数に加え、   
同一法人の経営する他の介護サー ビス事業所、病院、社会福祉施設等   

においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を   

含めることができるものとする。  

⑤働酎目談   

員、介護職員、看護職員及び機能訓練指導員として勤務を行う職員を  
指すものとする  

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行  

っている場合においては、瑚行うこととする。  

3 短期入所療養介護費  

（1）介護老人保健施設における短期入所療養介護   

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準につい  

て  

この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを  

利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員の配  

置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係る  

ものを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加  

算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが  

行われるものであること。したがって、認知症ケア加算については、  

6の（11）を、また、緊急時施設療養費については、6の虚生を準用す  

ること。また、注8により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨  

の届出並びに認知症ケア加算の届出については、本体施設である介護  

老人保健施設について行われていれば、短期入所療養介護については  

行う必要がないこと。  

ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合  

は、認知症ケア加算について算定できない。   

② 介護老人保健施設である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業  

所において所定単位数を算定するための施設基準等について  

一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所が短期入所療養介護費  

の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の数が、当  
該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のそれぞれにつ  

いて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要である。  

また、 一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所がユニット型短期  

入所療養介護費の所定単位数を算定するた捌こは、看護職員又は介護  

職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞ  

3 短期入所療養介護費  
（1）介護老人保健施設における短期入所療養介護   

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準につい  

て  

この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを  

利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員の配  

置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係る  

ものを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加  

算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一一体的な取扱いが  

行われるものであること。したがって、認知症ケア加算については、  

6の（11）を、また、緊急時施設療養費については、6の虚迫を準用す  

ること。また、注8により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨  

の届出並びに認知症ケア加算の届出については、本体施設である介護  

老人保健施設について行われていれば、短期入所療養介護については  

行う必要がないこと。  

ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合  

は、認知症ケア加算について算定できない。   

② 介護老人保健施設である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業  

所において所定単位数を算定するための施設基準等について  

一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所が短期入所療養介護費  

の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の数が、当  
該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のそれぞれにつ  

いて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要である。  

また、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所がユニット型短期  
入所療養介護費の所定単位数を算定するた捌こは、看護職員又は介護  

職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞ  
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れについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要   

である（施設基準第八号）。  

③ 介護老人保健施設である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業   

所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について   

一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の短期入所療養介護費   

に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算   

は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のどちら   

か一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行わ   

れるものである。ユニット型短期入所療養介護費に係る看護職員又は   

介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体   

と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の   

職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（職員配置   

笠基準第凶号イ）。  

また、夜勤体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニッ  

ト部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用   

者全員に対し行われるものであること。具体的にはユニット部分につ   

いて夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤   

体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行わ   

れることとなる（夜勤職員基準第二号）。  

④ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）若しくは介護老人保健施   

設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護老人保健施設短期入所   

療養介護費（Ⅲ）若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介   

護費（Ⅲ）を算定する介護老人保健施設（以下この号において「介護療   

養型老人保健施設」という。）‘における短期入所療養介護について   

イ 所定単位数の算定区分について  

介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護について、適   

用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算定区分に   

係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなっ   

た事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護   

老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）又はユニット型介護老人保健   

施設短期入所療養介護費（Ⅰ）を算定することとなる。   

ロ 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基   

準及び夜勤職員基準について   

a 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す  

れについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要   

である（施設基準第八号）。  

③ 介護老人保健施設である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業   

所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について  

一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の短期入所療養介護費   

に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算   

は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のどちら   

か一方で所定の員数（三：－の職員配置）を置いていない場合に行わ   

れるものである。ユニット型短期入所療養介護費に係る看護職員又は   

介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体   

と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（三：－の   

職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（通所介護   

費等の算定方法第四号イ）。  

また、夜勤体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニッ   

ト部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用   

者全員に対し行われるものであること。具体的にはユニット部分につ   

いて夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤   

体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行わ   

れることとなる（夜勤職員基準第二号）。  

④ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）若しくは介護老人保健施   

設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユモット型介護老人保健施設短期入所   

療養介護費（Ⅱ）若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介   

護費（Ⅲ）を算定する介護老人保健施設（以下この号において「介護療   

養型老人保健施設」という。）における短期入所療養介護について   

イ 所定単位数の算定区分について  

介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護について、適   

用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算定区分に   

係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなっ  

た事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護   

老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）又はユニット型介護老人保健   

施設短期入所療養介護費（Ⅰ）を算定することとなる。   

ロ 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基   

準及び夜勤職員基準について  

a 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す  
る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者  

齢   

る病院又は一般病床若しく  は療養病床を有する診療所の開設者  
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が、当該病院のルーー 般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療   
養病棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成十八年   

七月一日から平成二十凶年三月三十一日までの間に転換を行って   

開設した介護老人保健施設であること。  

b 施設基準第八号イ（2）（二）の基準については、月の末日におけ   
る該当者の割合によることとし、算定月の前三月において当該割   

合の平均値が当該基準に適合していること。また、当該基準にお   

いて、「著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見   
られ専門医療を必要とする認知症高齢者」とあるのは、「「認知   
症高齢者の日常生活自立度判定基準」御（平席亭   
年十月二十六日厚生省老人保健福祉局長老健第一三五号。以下帽   

立度判定基準」という。）によるランクMに該当する者をいうも   

のであること。  

c 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護   

老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定する介護療養型老人   

保健施設における短期入所療養介護については、夜勤を行う看護   

職員の数は、利用者及び当該介護老人保健施設の入所者の合計数   
を凶一一で除して得た数以上とすること。  

また、夜勤を行う看護職員は、一日平均夜勤看護職員数とする   
こととする。一日平均夜勤看護職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯   

（午後一○暗から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する一   

六時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月の日数に一一六   

を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下   

は切り捨てるものとする。なお、夜勤職員の減算方法については、  

1（6）②によるものであるが、夜勤を行う看護職員に係る一一日平均   
夜勤看護職員数が以下のいずれかに該当する月においては、当該   

規定にかかわらず、利用者及び当該介護療養型老人保健施設の入   
所者の全員について、所定単位数が減算される。  
（a）前月において一目平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準に  

より確保されるべき員数から一割を超えて不足していたこと。  
（b）一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保される   

べき員数から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間   

（暦月）継続していたこと。  
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護  

老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定する指定短期入所療   

が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療   
養病棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成十八年   

七月一日から平成二十凶年三月三十一日までの間に転換を行って   

開設した介護老人保健施設であること。  

b 施設基準第八号イ（2）（二）の基準については、月の末日におけ   

る該当者の割合によることとし、算定月の前三月において当該割   

合の平均値が当該基準に適合していること。また、当該基準にお   

いて、「著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見   
られ専門医療を必要とする認知症高齢者」とあるのは、日常生活   

自立度のランクMに該当する者をいうものであること。  

c 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護   

老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）を算定する介護療養型老人   

保健施設における短期入所療養介護については、夜勤を行う看護   

職員の数は、利用者及び当該介護老人保健施設の入所者の合計数   

を四一で除して得た数以上とすること。  

また、夜勤を行う看護職員は、一日平均夜勤看護職員数とする   
こととする。一日平均夜勤看護職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯   
（午後一○暗から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する一   

六時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月の日数に一六   

を乗じて得た数で除することによって算定し、′ト数点第三位以下   

は切り捨てるものとする。なお、夜勤職員の減算方法については、  
1（6）②によるものであるが、夜勤を行う看護職員に係る一目平均   

夜勤看護職員数が以下のいずれかに該当する月においては、当該   

規定にかかわらず、利用者及び当該介護療養型老人保健施設の入   

所者の全員について、所定単位数が減算される。  

（a）前月において一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準に  

より確保されるべき員数から一割を超えて不足していたこと。  

（b）→日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保される   

べき員数から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間   

（暦月）継続していたこと。  

d 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護   

老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定する指定短期入所療  
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養介護事業所については、当該事業所の看護職員又は病院、診療  
所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、夜間看護のオ  

ンコール体制を整備し、必要な場合には当該事業所からの緊急の  

呼出に応じて出勤すること。なお、病院、診療所又は訪問者護ス  

テーションと連携する場合にあっては、連携する病院、診療所又  
は訪問看護ステーションをあらかじめ定めておくこととする。  

ハ 特別療養費について  

特別療養費は、利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行っ  
た場合等に算定できるものである。その内容については、別途通知  
するところによるものとする。  

ニ 療養体制維持特別加算について  

療養体制維持特別加算は、介護療養型老人保健施設の定員のうち、  

転換前に四：－の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養  

施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又は医療保険の  

療養病棟入院基本料におけるいわゆる二○：一配置病棟であったも  

のの占める割合が二分の一以上である場合に、転換前の療養体制を  

維持しつつ、質の高いケアを提供するための介護職員の配置を評価  

することとする。  

なお、当該加算は平成二十四年三月三十一日までの間に限り、算  
定できるものとし、その後の加算の在り方については、当該介護療  
養型老人保健施設の介護ニーズや、当該加算の算定状況等の実態を  

把握し、検討を行うこととする。  

（2）朋、て   
①㈲日平均夜勤  

職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後一○時から翌日の午前五時ま  

での時間を含めた連続する爛、う。）における延夜勤時間数  
を、当該月斬た数で除することによって算定し、  

小数点第三位以下は切り埼てるものとする。   

② 一部ユニット型指定革期入所療養介護事業所の夜勤職員配置加算の  

基準坤ッ卜部分とそれ以外の部分のそれ  

ぞれで満たさなければならない。  

（旦リハビリテーション機能強化加算について   

① 介護老人保健施設における短期入所療養介護においてリハビリテー  

ション機能強化加算を算定する場合は、実用的な日常生活における諸  

活動の自立性の向上のために、利用者の状態像に応じ、利用者に必要  

養介護事業所については、当該事業所の看護職員又は病院、診療  
所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、夜間看護のオ  

ンコール体制を整備し、必要な場合には当該事業所からの緊急の  

呼出に応じて出勤すること。なお、病院、診療所又は訪問看護ス  

テーションと連携する場合にあっては、連携する病院、診療所又  
は訪問者護ステーションをあらかじめ定めておくこととする。  

ハ 特別療養費について  

特別療養費は、利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行っ   

た場合等に算定できるものである。その内容については、別途通知   

するところによるものとする。  

ニ 療養体制維持特別加算について   

療養体制維持特別加算は、介護療養型老人保健施設の定員のうち、   

転換前に凶：一の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養   

施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又は医療保険の   

療養病棟入院基本料におけるいわゆる二○：一配置病棟であったも   

のの占める割合が二分の一以上である場合に、転換前の療養体制を   

維持しつつ、質の高いケア．を提供するための介護職員の配置を評価   

することとする。  

なお、当該加算は平成二十凶年三月三十一日までの間に限り、算   

定できるものとし、その後の加算の在り方については、当該介護療   
養型老人保健施設の介護ニーズや、当該加算の算定状況等の実態を   

把握し、検討を行うこととする。  

r錨   

（迫リハビリテーション機能強化加算について   

① 介護老人保健施設における短期入所療養介護においてリハビリテー  

ション機能強化加算を算定する場合は、実用的な日常生活における諸  

活動の自立性の向上のために、利用者の状態像に応じ、利用者に必要  
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な理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を適時適切に提供できる体制   

が整備されていること。  

② 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上訓練・   

運動療法等を組み合わせて利用者の状態像に応じて行うことが必要で   

あり、言語聴覚療法については、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚   

・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持   

つ利用者に対して言語機能又は聴覚機能に係る活動向上訓練を行うこ   

とが必要である。  

当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に看護師等   

により日常生活での実行状況に生かされるよう働きかけが行われるこ   

とが必要である。  

③ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的な在宅生   
活における諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施設外において   

も訓練を行うことができる。  

なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を使用す   
る患者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮された部屋等を確保   

することが望ましい。  

④ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては、医師、   
看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同してリハビ   
リテーション実施計画を作成し、これに基づいて行った個別リハビリ   

テーションの効果、実施方法等について評価等を行う。なお、短期入   
所療養介護においては、リハビリテーション実施計画に相当する内容   

を短期入所療養介護計画の中に記載する場合は、その記載をもってリ   

ハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとするこ   

と。  

⑤ 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法、作業療法又は言語   

聴覚療法を行う場合は、開始時に利用者に対してリハビリテーション   

実施計画の内容を説明し、記録する。  
⑥リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）   

は患者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者に   

より閲覧が可能であるようにすること。  

な理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を適時適切に毒是供できる体制  

が整備されていること。   

② 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上訓練・  

運動療法等を組み合わせて利用者の状態像に応じて行うことが必要で  

あり、言語聴覚療法については、失語症、構昔時害、難聴に伴う聴覚  
・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持  

つ利用者に対して言語機能又は聴覚機能に係る活動向上訓練を行うこ  

とが必要である。  

当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に看護師等  

により日常生活での実行状況に生かされるよう働きかけが行われるこ  

とが必要である。   

③ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的な在宅生  
活における諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施設外において  

も訓練を行うことができる。  

なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を使用す  
る患者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮された部屋等を確保  

することが望ましい。   

④ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては、医師、   
看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同してリハビ  

リテーション実施計画を作成し、これに基づいて行った個別リハビリ  

テーションの効果、実施方法等について評価等を行う。なお、短期入  

所療養介護におい ては、リハビリテーション実施計画に相当する内容  

を短期入所療養介護計画の中に記載する場合は、その記載をもってリ  

ハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとするこ  

と。   

⑤ 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法、作業療法又は言語  
聴覚療法を行う場合は、開始時に利用者に対してリハビリテーション  

実施計画の内容を説明し、記録する。   
⑥ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）  

は患者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者に  

より閲覧が可能であるようにすること。  

（4）御ション実施加算について  
当該加算は、利用者に対して個別リハビリテーションを二十分以上実   

施した場合に算定するものである。  

（5）病院又は診療所における短期入所療養介護  （迫 病院又は診療所における短期入所療養介護  
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芦   

① 療養病床（医療法等の山部を改正する法律（平成十二年法律第百四   

十一号）附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群を   

含む。以下同じ。）を有する病院若しくは診療所、老人性認知症疾患  

① 療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四   

十一号）附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群を  

病床を有する診療所、老人性認知  含む。以下同じ。）を有する病院、   

症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護  

イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービス   

が行われるもの（以下「介護保険適用病床」という。）における短   

期入所療養介護については、所定単位数の算定（職員の配置数の算   

定）並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位数   

の減算及び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行わ   

れるものであり、7の（1）、（3）から（7）まで、（9）及び（15）を準用す   

ること。この場合、7の（9）の準用に際しては「医師及び介護支援専   

門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。  

ロ 医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、夜勤体   

制による加算及び減算並びに療養環境による減算については、介護   

保険適用病床における短期入所療養介護の場合と同様に行うものと   

する。また、適用すべき所定単位数（人員配置）については、人員   

配置の算定上、配置されている看護職員を適宜介護職員とみなすこ   

とにより、最も有利な所定単位数を適用することとする。例えば、   
六○床の病棟で、看護職員が一二人、介護職員が一三人配置されて   
いて、診療報酬上、看護職員五：一（一二人以上）、介護職員五：   

一（一二人以上）の点数を算定している場合については、看護職員   

のうち二人を介護職員とみなすことにより、短期入所療養介護につ   

いては看護職員六：一（一○人以上）、介護職員四：一（一五人以   

上）に応じた所定単位数が適用されるものであること。なお、7の  

（1）、（3）から（7）まで、（9）及び（15）は、医療保険適用病床の短期入   

所療養介護についても準用する。この場合、7の（9）の準用に際して   

は「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替える   

ものとする。  

ハ 医師は、短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合には、そ   
の旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医療保険に   

おける診療録と分ける必要はないが、短期入所療養介護に係る記載   

部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにする   

こと。また、診療録の備考の欄に、介護保険の保険者の番号、利用   

者の被保険者証の番号、要介護状態区分及び要介護認定の有効期限   

を記載すること。なお、これらの取扱いについては、介護保険の訪  

療養病棟を有する病院における短期入所療養介護  

イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービス   

が行われるもの（以下「介護保険適用病床」という。）における短   

期入所療養介護については、所定単位数の算定（職員の配置数の算   

定）並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位数   

の減算及び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行わ   

れるものであり、7の（1）、（3）から（7）まで、（9）及び（15）を準用す   

ること。この場合、7の（9）の準用に際しては「医師及び介護支援専   

門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。  

ロ 医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、夜勤体   

制による加算及び減算並びに療養環境による減算については、介護   

保険適用病床における短期入所療養介護の場合と同様に行うものと   

する。また、適用すべき所定単位数（人員配置）については、人員   

配置の算定上、配置されている看護職員を適宜介護職員とみなすこ   

とにより、最も有利な所定単位数を適用することとする。例えば、   
六○床の病棟で、看護職員が一二人、介護職員が一三人配置されて   

いて、 診療報酬上、看護職員五：一（一二人以上）、介護職員五：   

一（一二人以上）の点数を算定している場合については、看護職員   

のうち二人を介護職員とみなすことにより、短期入所療養介護につ   

いては看護職員六：一（一○人以上）、介護職員四：一（一五人以   

上）に応じた所定単位数が適用されるものであること。なお、7の  

（1）、（3）から（7）まで、（9）及び（15）は、医療保険適用病床の短期入   

所療養介護についても準用する。この場合、7の（9）の準用に際して   

は「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替える   

ものとする。  

ハ 医師は、短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合には、そ   
の旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医療保険に   

おける診療録と分ける必要はないが、短期入所療養介護に係る記載   

部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにする   

こと。また、診療録の備考の欄に、介護保険の保険者の番号、利用   

者の被保険者証の番号、要介護状態区分及び要介護認定の有効期限   

を記載すること。なお、これらの取扱いについては、介護保険の訪  
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問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び適所リハ   
ビリテーションについても同様であること。なお、当該医療機関に   

おいて、 当該利用者に対して基本的に短期入所療養介護以外の医療   

を行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの   

場合と同様とし、7（2）を準用するものとする。  

ニ 病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単   

位数の減算の基準は、職員配置基準第凶号ロ（2）において規定してい   

るところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。   

a 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定める員数  

を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、病院療養   
病床短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型短期入所療   

養介護費の（Ⅱ）、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、   

ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定   

病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養   

介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期   

入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型枠過型   

短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若し  

くはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは   

（Ⅱ）の所定単位数に一00分の七○を乗じて得た単位数が算定さ  

れる。   

b 短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員の員数  
については居宅サービス基準に定める員数を満たすが、看護師の   

員数の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看比率」という。）   

が二割未満である場合は、病院療養病床短期入所療養介護費の   

（Ⅲ）、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の（Ⅱ）、ユニット   

型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経   

過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養   

介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事   

業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）、（nr）   

若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認   

知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型   

短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）に一00分の九○を乗じ  

て得た単位数が算定される。   
c 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員   

数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働  

間者護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハ  

ビリテーションについても同様であること。なお、当該医療機関に  

おいて、当該利用者に対して基本的に短期入所療養介護以外の医療  

を行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの  

場合と同様とし、7（2）を準用するものとする。   

病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単  

位数の減算の基準は、職員配置基準第凶号ロ（2）において規定してい  

るところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。  

a 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定める員数   

を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、病院療養   

病床短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型短期入所療   

養介護費の（Ⅲ）、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、   

ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定   

病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養   

介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期   

入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型   

短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若し   

くはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは  

（Ⅲ）の所定単位数に一00分の七○を乗じて得た単位数が算定さ   

れる。  

b 短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員の員数   

については居宅サービス基準に定める員数を満たすが、看護師の   

員数の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看比率」という。）   

が二割未満である場合は、病院療養病床短期入所療養介護費の  
（Ⅲ）、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の（Ⅲ）、ユニット   

型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経   

過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養   

介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事   

業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）   

若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認   

知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型   

短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（□）に一00分の九○を乗じ   

て得た単位数が算定される。  
c  厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員   

数の基準並びに適所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働  
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h‥・：十h∴－・  づ－ 一   

大臣が定める地域（平成十二年厚生省告示第二十八号）各号に掲   

げる地域（以下次のd及び7の（8）において「僻地」という。）に   
所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看   
護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を   

満たし、正看比率も二割以上であるが、医師の員数が居宅サービ   

ス基準に定める員数の六割未満であるもの（医師の確保に関する   

計画を都道府県知事に届け出たものに限る。）においては、各類   

型の短期入所療養介護費又は特定病院療養病床短期入所療養介護   

費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費のうち、看護・   
介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除して得た  

単位数が算定される。   

d 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府   

県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であっ   

て、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数   
については居宅サービス基準に定める員数を満たしている（正看   

比率は問わない）が、医師の員数が居宅サービス基準に定める員   

数の六割未満であるものにおいては、病院療養病床短期入所療養   

介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の（Ⅲ）、   
ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療   

養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期   

入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあって   

は、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費   

の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型短期入所療養介   
護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型   

認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位   

数に一00分の九○を乗じて得た単位数が算定される。   

e なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の   
減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省   

令第五十号）第四十九条の規定が適用される病院に係る減算は適  

用されない。  

ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとするこ   

と。  

へ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看   

護（Ⅰ）から（Ⅲ）までを算定するための届出については、本体施設で   

ある介護療養型医療施設について行われていれば、短期入所療養介  

大臣が定める地域（平成十二年厚生省告示第二十八号）各号に掲  

げる地域（以下次のd及び7の（8）において「僻地」という。）に   

所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看   

護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を   

満たし、正看比率も二割以上であるが、医師の員数が居宅サービ   

ス基準に定める員数の六割未満であるもの（医師の確保に関する   

計画を都道府県知事に届け出たものに限る。）においては、各類   

型の短期入所療養介護費又は特定病院療養病床短期入所療養介護   

費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費のうち、看護・   

介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除して得た  

単位数が算定される。   

d 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府  

県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であっ  

て、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数  

については居宅サービス基準に定める員数を満たしている（正看  

比率は問わない）が、医師の員数が居宅サービス基準に定める員   

数の六割未満であるものにおいては、病院療養病床短期入所療養   

介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の（Ⅱ）一、  

ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療   

養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期   

入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあって  
は、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費  
の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型短期入所療養介   

護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型   

認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位  

数に一00分の九○を乗じて得た単位数が算定される。   

e なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の  
減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省  

令第五十号）第凶十九条の規定が適用される病院に係る減算は適  

用されない。  

ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとするこ   

と。  

へ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看   

護（Ⅰ）から（Ⅲ）までを算定するための届出については、本体施設で   

ある介護療養型医療施設について行われていれば、短期入所療養介  
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護については行う必要がないこと。  

② 病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所   

において所定単位数を算定するための施設基準等について  

病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所   

が短期入所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又   

は介護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以   

外の部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：一、介護四：一の   

職員配置）を置いていることが必要である。また、病院又は診療所で   

ある一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所がユニット型短期入   

所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職   

員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞれ   

について所定の員数（看護六：一、介護四：血の職員配置）を置いて   

いることが必要である（施設基準第八号）。  

なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の   

員数を置いていれば足りるものである（夜勤職員基準第二号）。  

③ 病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所   

における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について  

病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所   

の短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如に   

よる所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部   

分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護凶：一   

の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。ユニット型   

短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如によ   

る所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分   

のどちらか一万で所定の員数（看護六：→、介護四：一の職員配置）   

を置いていない場合に行われるものであること（職員配置等基準第四   

号ロ）。  

なお、病院若しくは診療所である一部ユニット型指定短期入所療養   

介護事業所の短期入所療養介護又はユニット型短期入所療養介護に係   

る夜勤体制による減算は、当該事業所全体で所定の員数を置いていな   

い場合に限り、行われるものであること（夜勤職員基準第二号）。  

④＋基準適合診療所における短期入所療養介護   

イ 基準適合診療所短期入所療温介護費については、医療保険におけ  
る全ての費用を含むものであるこヒ   

ロ 7の（2）及び（6）は基準適合診療所短期入所療養介護費について準  

護については行う必要がないこと。  

② 病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所   

において所定単位数を算定するための施設基準等について  

病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所   

が短期入所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又   

は介護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以   

外の部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：一、介護四：一の   

職員配置）を置いていることが必要である。また、病院又は診療所で   

ある一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所がユニット型短期入   

所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職   

員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞれ   

について所定の員数（看護六：一、介護凶：一の職員配置）を置いて   

いることが必要である（施設基準第八号）。  

なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の   
員数を置いていれば足りるものである（夜勤職員基準第二号）。  

③ 病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所   

における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について  

病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所   

の短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如に   

よる所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部   

分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一   

の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。ユニット型   

短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如によ   

る所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分   

のどちらか一方で所定の員数（看護六：－、介護凶：一の職員配置）   

を置いていない場合に行われるものであること（適所介護費等の算定   

左堕第四号ロ）。  

なお、病院若しくは診療所である一部ユニット型指定短期入所療養   

介護事業所の短期入所療養介護又はユニット型短期入所療養介護に係   

る夜勤体制による減算は、当該事業所全体で所定の員数を置いていな   

い場合に限り、行われるものであること（夜勤職員基準第二号）。  
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用するこL  

ハ 基準適合診療所短期入所療養介蕗削こついては、特定診療費は算  
定できないことに留意するこL  

（姐 指定短期入所療養介護費を算定するための基準について   

イ 指定短期入所療養介護費は、施設基準第十四号に規定する基準に従  

い、以下の通り、算定すること。  

a 施設基準第十凶号イに規定する指定短期入所療養介護費 短期入  
所療養介護が、ユニットに属さない療養室又は病室（以下「療養室  

等」という。）（定員が一人のものに限る。）（「従来型個室」と  

いう。）の利用者に対して行われるものであること。  

b・施設基準第十凶号ロに規定する指定短期入所療養介護費 短期入  

所療養介護が、ユニットに属さない療養室等（定員が二人以上のも  

のに限る。）（「多床室」という。）の利用者に対して行われるもの  

であること。  

c 施設基準第十凶号ハに規定する指定短期入所療養介護費 短期入  

所生活介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設の人  

員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第  

四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第四十一条第二  

項第一号イ（3）（i）又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運  

営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護  

療養型医療施設基準」という。）第三十九条第二項第一号イ（3）（i）、  

第四十条第二項第一号イ（3）（i）若しくは第四十一条第二項第一号  

イ（3）（i）（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す  

る基準等の一部を改正する省令（平成十七年厚生労働省令第百三十  

九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。）附則第四  
条第一項又は第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を  

含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の  

利用者に対して行われるものであること。  

d 施設基準第十凶号こに規定する指定短期入所療養介護費 短期入  
所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設基準  

第凶十一条第二項第一号イ（3）（缶）又は指定介護療養型医療施設基  

準第三十九条第二項第一号イ（3）（並）、第四十条第二項第一号イ  

（3）（止）若しくは第四十一条第二項第一号イ（3）（並）を満たすものに  

限るものとし、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ  
（3）（i）又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号  

（姐 指定短期入所療養介護費を算定するための基準について   

イ 指定短期入所療養介護費は、施設基準第十四号に規定する基準に従  

い、以下の通り、算定すること。  

a 施設基準第十四号イに規定する指定短期入所療養介護費 短期入  
所療養介護が、ユニットに属さない療養室又は病室（以下「療養室  

等」という。）（定員が一人のものに限る。）（「従来型個室」と  

いう。）の利用者に対して行われるものであること。  

b 施設基準第十四号ロに規定する指定短期入所療養介護費 短期入  
所療養介護が、ユニットに属さない療養室等（定員が二人以上のも  

のに限る。）（「多床室」という。）の利用者に対して行われるもの  

であること。  

c 施設基準第十四号ハに規定する指定短期入所療養介護費 短期入  
所生活介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設の人  

員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第  

四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第四十一条第二  
項第一号イ（3）（i）又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運  

営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護  

療養型医療施設基準」という。）第三十九条第二項第一号イ（3）（i）、  

第四十条第二項第一号イ（3）（i）若しくは第四十一条第二項第一号  

イ（3）（i）（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す  

る基準等の一部を改正する省令（平成十七年厚生労働省令第百三十  

九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。）附則第四  
条第一項又は第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を  

含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の  

利用者に対して行われるものであること。  

d 施設基準第十四号こに規定する指定短期入所療養介護費 短期入  
所療養介護が、ユニットに属する－療養室等（介護老人保健施設基準  

第四十一条第二項第一号イ（3）（止）又は指定介護療養型医療施設基  

準第三十九条第二項第一号イ（3）（追）、第凶十条第二項第一号イ  

（3）（並）若しくは第四十一条第二項第一号イ（3）（止）を満たすものに  

限るものとし、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ  

（3）（i）又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号  

蛤   
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イ（3）（i）、第四十条第二項第一号イ（3）（i）若しくは第凹十一条第  

二項第一号イ（3）（i）（指定居宅サービス基準改正省令附則第四条第  

一項又は第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含  

む。）を満たすものを除く。）の利用者に対して行われるものであ  

ること。   

ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の短期入所療養介護費  
の注1による届出がなされているものについては、ユニット型介護老  

人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床短期入所療  

養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費、ユニ  
ット型診療所療養病床短期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患  

型短期入所療養介護費を算定するものとすること。  

皿 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床短期入   
所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費、特定認知症対応型短期   
入所療養介護費について  

金 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供す  

るに当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度  

者又はがん末期の利用者を想定している。   

②御  

所原養介護計画に位置づけられた内容の短期卿  

の標準的な時間甚よることとされたところであり、単に、当目のサ∵  
ビス進行状況や利用者の家族の御利用者が通常  

嚇が  

提堺されているとは認められないも哩  

場合は当初計画に位置づけられ脚じた所定単位数が算定  

されるも㈱「題  

かり」サ小利用者から別途利用料を徴収して差し支  

えない。う。疇子う（研こ草す′即寺  
間には、騨  

潮時間以上八時間未満の  

短期入所療養介護を予定してい七が、当嘩ら、  

五時間の短期入所療養介護を行？た場合には、不時間以上八時間未満  

の短期御  

＆ ユニットにおける職員に係る減算について  

5の（6）を準用する。  

イ（3）（i）、第凶十条第二項第一号イ（3）（i）若しくは第四十一条第  

二項第一号イ（3）（i）（指定居宅サービス基準改正省令附則第凶条第  

一項又は第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含  

む。）を満たすものを除く。）の利用者に対して行われるものであ  

ること。   

ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の短期入所療養介護費  

の注1による届出がなされているものについては、ユニット型介護老  

人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床短期入所療  

養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費、ユニ  
ット型診療所療養病床短期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患  

型短期入所療養介護費を算定するものとすること。  

上立 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床短期入   

所療養介護費、特定診療所療養病床短期入所療養介護費、特定認知症対   
応型短期入所療養介護費個所療養介護費につ  

いて  

利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供する   

に当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度者又   

はがん末期の利用者を想定している。  

し吐 ユニットにおける職員に係る減算について  

5の（6）を準用する。  
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l   

（9）認知症行動・心理症状緊急対応加算について  

2の（11）を準用する。  

（10）紳性認知症利用者受入加算について  

2の（12）を準用する  

（7）栄養管理体制加算   

① 管理栄養士等の配置については、三Zの（9）①を準用するこL   

② 介護老人保健施設、療養病床を有する病院又は診療所の本体施設に  
艶置されている管理栄養士等が、併せて指定短期入所療養介護事業所  

における栄養管理を行う場合にあっては、管理栄養士等が配置されて  

いる本体施設及びその指定短期入所療養介護事業所のいず佃こおいて  

ユニ且‡ミニ主・ミニーこ⊥ 

③ 管理栄養士等の行う食事の提供については、2の（9）③を準用するこ  
上」＿  

＆ 療養食加算  

2の止吐を準用する。  
吐 緊急短期入所ネットワーク加算  

2の也）を準用する。  

（11）療養食加算  

2の立迫を準用する。  
（12）緊急短期入所ネットワーク加算  

2の立姐を準用する。ただし、岬ま「三   

十以上」と読み替えるものとする。  

（13）瑚引こついて   
① 2の（16）①から④まで及び⑥を準用する。   

② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職員、  
介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は言言吾聴覚士とし  
て勤務を行う職員を指すものとする。  

4 特定施設入居者生活介護費  

（1）その他の居宅サービスの利用について  

特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービスの利   

用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月において、その   

他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は   
算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。ただし、特定施   
設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担に   

より、その利用者に対してその他の居宅サービスを利用させることは差   
し支えないものであること。例えば、入居している月の当初は特定施設   
入居者生活介護を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途   
中から特定施設入居者生活介護に代えて居宅サービスを算定するような   

サービス利用は、居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却す  

4 特定施設入居者生活介護費  
（1）その他の居宅サービスの利用について  

特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービスの利   

用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月において、その   

他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は   

算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。ただし、特定施   

設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担に   

より、その利用者に対してその他の居宅サービスを利用させることは差   

し支えないものであること。例えば、入居している月の当初は特定施設   

入居者生活介護を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途   

中から特定施設入居者生活介護に代えて居宅サービスを算定するような  

サービス利用は、  居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却す  
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るため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は特定施設入居者   
生活介護は算定できない。  

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（特定   
施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一部を、当該   

特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合（例え   

ば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託している場合等。）には、当   
該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことによ   

り、その利用者に対して当該サービスを利用させることができる 。この   

場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要で   

ある。  

（2）個別機能訓練加算について   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  
計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について  

算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に  
従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。   

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介  

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目  
標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ  
いて行った個別機能訓練の効凛、実施方法等について評価等を行う。  

なお、特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計画に相当  
する内容を特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載を  

もって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ  

と。   

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利  
用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。   

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、  

利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者に  

より閲覧が可能であるようにすること∩  

（3）夜間看護体制加算について  

注3の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとするこ   

と。  

「二凶時間連絡体制」とは、特定施設内で勤務することを要するもの   
ではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には特定施設  

るため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は特定施設入居者   
生活介護は算定できない。  

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（特定   

施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一部を、当該   

特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合（例え   

ば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託している場合等。）には、当   
該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことによ   

り、その利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この   

場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要で   

ある。  

（2）個別機能訓練加算について   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  
計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について  

算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に  
従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。   

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介  

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目  

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ  
いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。  

なお、特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計画に相当  
する内容を特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載を  

もって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ  

と。   

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利  
用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。   

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、  

利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者に  

より閲覧が可能であるようにすること。  

（3）夜間看護体制加算について  

注3の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとするこ   

と。  

「二四時間連絡体制」とは、特定施設内で勤務することを要するもの   

ではなく、夜間においても施設か ら連絡でき、必要な場合には特定施設   

からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、  からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。  具体的には、  
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① 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員に   

よる協議の上、夜間における連勝・対応体制（オンコール体制）に関   

する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。  

② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護   

職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのような   

ことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。  

③ 特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②の取り決め   
が周知されていること。  

④ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合に   

は、電話やFAX等により利用者の状態に関する引継を行うとともに、   

オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。   

といった体制を整備することを想定している。  

① 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員に  

よる協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関  

する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。   

② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護  
職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのような  

ことが観察されれば看護職員に嘩絡するか）がなされていること。   

③ 特定施設内研修等を通じ、看護■介護職員に対して、②の取り決め  
が周知されていること。   

④ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合に  

は、電話やFAX等により利用者の状態に関する引継を行うとともに、  

オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。  

といった体制を整備することを想定している。  

（4）医療機関連携加算について   

①牌下この号において  

「協力医療機関等」という。）働供したE】（以下この号にお  
いて「情報埠堺日」伸こおいて、特定施設入居  

者生活介護を算定した日が十四日未満である場合には、算定できない  

ものとする。   

②慨歯科医師を含むものとする。   

③朝原  

者生活介護事業者と協力医療機関等で、問期間及び利用者の  
健康の状況の著しい変化の有卿こついても定  

めておくこと。榊情報を提供すること  

を妨げるものではない。   

④閻にぉ  

いて、指定居宅サービス基準第百八十六条に基づき、利用者ごとに健  
康の状況について随時記録すること。   ⑤慨（FAXを  
含む。）碑行うことも可賂とするが、協力医療機  
関等に情報を提供した場合においては、」姦力医療機関の医師又は利用  

者の主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を  

得ること。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した  
場合には、一括して受領の確認を得ても差し支えない。  

上立 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について   

① 報酬の算定及び支払方法について  

（姐 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について  

（D 報酬の算定及び支払方法について  
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外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部  

分（当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が自  

ら行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の  
生活相談等に相当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託  

する指定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」とい  

う。）が提供する居宅サービス部分）からなり、イ及びロの単位数を  

合算したものに特定施設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得た  

額が一括して外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者  

に支払われる。   

介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護  

報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されることと  

なる。   

なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者にお  

いては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付けられていな  
い。  

イ 基本サービス部分は一日につき八凶単位とする。  

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部  

分（当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が自  

ら行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の  
生活相談等に相当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託  

する指定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」とい  

う。）が提供する居宅サービス部分）からなり、イ及びロの単位数を  

合算したものに特定施設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得た  

額が一括して外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者  

に支払われる。   

介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護  

報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されることと  

なる。   

なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者にお  

いては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付けられていな  
い。  

イ 基本サービス部分は一日につき八七単位とする。  
ロ 各サービス部分については、特定施設サービス計画に基づき受託   

居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの実績に応じて   

算定される。また、各サービス部分の対象サービス及び単位数につ   

いては、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者   

生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介   

護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単   

位数（平成十八年厚生労働省告示第百六十五号）の定めるところに   

より、当該告示で定める単位数を上限として算定する。なお、当該   
告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法については、指定居   

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十一年厚生   

省告示第十九号）に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同趣   

旨となるが、次の点については取扱が大きく異なるので、留意され  
▲． 、．  ／こレ＼。   

ア 訪問介護について   

・訪問介護に係る報酬額については、一五分ご との算定となって  

いること。   

・介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又  
は二級課程修了者によるサービス提供に限り、算定すること。   

イ 訪問看護  

ロ 各サービス部分については、特定施設サービス計画に基づき受託   

居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの実績に応じて   

算定される。また、各サービス部分の対象サービス及び単位数につ   
いては、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者   

生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介   

護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単   

位数（平成十八年厚生労働省告示第百六十五号）の定めるところに   

より、当該告示で定める単位数を上限として算定する。なお、当該   
告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法については、指定居   

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十一年厚生   

省告示第十九号）に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同趣   

旨となるが、次の点については取扱が大きく異なるので、留意され   
たい。   

ア 訪問介護について   

・訪問介護に係る報酬額については、一五分ご との算定となって  

いること。   

・介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又  
は二級課程修了者によるサービス提供に限り、算定すること。   

イ 訪問着護  
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保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚  
士によるサービス提供に限り算定すること。  

・保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚  

士によるサービス提供に限り算定すること。  

② 受託居宅サービス事業者への委託料について  

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受託居宅   

サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基づくものであ   

る。  

② 受託居宅サービス事業者への委託料について   

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受託居宅   

サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基づくものであ   

る。  

③ 障害者等支援加算について   

「知的障害又は精神博害を有する者」とは、具体的には以下の障害   
等を持つ者を指すものである。   

凍（昭和四十九年九月二十七日付厚生省   
発児十五六号厚生事務次官通知）第五の2の規定によりに療育手帳  

の交付を受けた者   

b 精神保健福祉及び精神障害者福祉に関する法律律師コニ十五年法   

律第一二三号）第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉  

付 を受けた者  手帳の交  

c 医師により、a又はbと同等の症状を有するものと診断された者  
5 介護福祉施設サービス  

（1）所定単位数を算定するための施設基準について  

介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員   

及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、介護支援   
専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であること（施   

設基準第二十七号）。  

（2）一部ユニット型指定介護老人福祉施設において所定単位数を算定する   

ための施設基準等について  
一部ユニット型指定介護老人福祉施設が介護福祉施設サービス費の所   

定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施   
設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の   

員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要である。また、一部   

ユニット型指定介護老人福祉施設がユニット型介護福祉施設サービス費   

の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当   
該施設全体と当該施設のユニット部分のそれぞれについて所定の員数を   

置いていることが必要であること（施設基準第二十七号）。  

また、夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及   

びユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数を置いている   

ことが必要であること－（夜勤職員基準第五号）。  

5 介護福祉施設サービス  

（1）所定単位数を算定するための施設基準について  

介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員   

及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、介護支援   

専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であること（施   

設基準第二十七号）。  

（2）一部ユニット型指定介護老人福祉施設において所定単位数を算定する   

ための施設基準等について  

一部ユニット型指定介護老人福祉施設が介護福祉施設サービス費の所   

定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施   
設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の   

員数（三：－の職員配置）を置いていることが必要である。また、一部   
ユニット型指定介護老人福祉施設がユニット型介護福祉施設サービス費   

の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当   

該施設全体と当該施設のユニット部分のそれぞれについて所定の員数を   

置いていることが必要であること（施設基準第二十七号）。  

また、夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及   
びユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数を置いている  

ことが必要であること（夜勤職員基準第五号）。  
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また、施設基準第二十七号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員   

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した   

取扱いが行われるものではない。  

（3）介護福祉施設サービス費を算定するための基準について  

介護福祉施設サービス費は、施設基準第二十八号に規定する基準に従   

い、以下の通り、算定すること。   
イ 施設基準第二十八号イに規定する介護福祉施設サービス費 介護福  

祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のものに限  

る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対して行われるものであ  

ること。   

ロ 施設基準第二十八号ロに規定する介護福祉施設サービス費 介護福  

祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上のもの  

に限る。）（「多床室」という。）の入所者に対して行われるものであ  

ること。   

ハ 施設基準第二十八号ハに規定する介護福祉施設サービス費 介護福  

祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設の  

人員、設備及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第三十九号。  
以下「指定介護老人福祉施設基準」という。）第四十条第一項第一号  

イ（3）（i）（指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読  

み替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニッ  

ト型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。   

ニ 施設基準第二十八号こに規定する介護福祉施設サービス費 介護福  

祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設基  

準 第四十条第一項第一号（3）（h）を満たすものに限るものとし、同   

（i）（指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替  

えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準  

個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。  

（4）やむを得ない措置等による定員の超過  

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含   

む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象とな   
り、所定単位数の一00分の七○を乗じて得た単位数を算定することと   

なるが、①及び②の場合においては、入所定員に一00分の一○五を乗   

じて得た数（入所定員が四○人を超える場合にあっては、利用定員にこ   

を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に一00分の－   

○五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること（適所介護  

また、施設基準第二十七号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員   

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した   

取扱いが行われるものではない。  

（3）介護福祉施設サービス費を算定するための基準について  

介護福祉施設サービス費は、施設基準第二十八号に規定する基準に従   

い、以下の通り、算定すること。   
イ 施設基準第二十八号イに規定する介護福祉施設サービス費 介護福  

祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のものに限  

る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対して行われるものであ  

ること。   
ロ 施設基準第二十八号ロに規定する介護福祉施設サービス費 介護福  

祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上のもの  

に限る。）（「多床室」という。）の入所者に対して行われるものであ  

ること。   
ハ 施設基準第二十八号ハに規定する介護福祉施設サービス費 介護福  

祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設の  

人員、設備及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第三十九号。  

以下「指定介護老人福祉施設基準」という。）第四十条第一項第一号  

イ（3）（i）（指定居宅サービス基準改正省令附貝り第三条の規定により読  

み替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニッ  

ト型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。   

ニ 施設基準第二十八号こに規定する介護福祉施設サービス費 介護福  

祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設基  

準 第凶十条第一項第一号イ（3）（h）を満たすものに限るものとし、同   

（i）（指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替  

えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準  

個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。  

（4）やむを得ない措置等による定員の超過  

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含   

む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象とな   
り、 所定単位数の一00分の七○を乗じて得た単位数を算定することと   

なるが、①及び②の場合においては、入所定員に一00分の一○五を乗   

じて得た数（入所定員が四○人を超える場合にあっては、利用定員にこ   

を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に一00分の一   

○五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること（職員配置  
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P   

費等の算定方法第十一号イ）。なお、この取扱いは、あくまでも一時的   
かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必   

要があること。   

① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置  

による入所（同法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行っ  

た措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入  

所生活介護の利用が行われる場合を含む。）によりやむを得ず入所定  

員を超える場合   

② 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基準第十  

九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より早期に施設  

への再入所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床  

だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る。）   

③ 近い将来、指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる  

者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続する  

ことが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に入所をする  
ことが適当と認められる者が、指定介護老人福祉施設（当該施設が満  

床である場合に限る。）に入所し、併設される指定短期入所生活介護  
事業所の空床を利用して指定介護福祉施設サービスを受けることによ  

り、介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合  

（5）一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護職員又は看護職員   

の人員基準欠如等  

一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス費に係   

る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当   

該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定   

の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。   

また、ユニット型介護福祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員   

の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設の   

ユニット部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置い   

ていない場合に行われるものであること（極所介護費等の算定方法第十   

一号口及びハ）。  

なお、一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス   

費又はユニット型介護福祉施設サービス費に係る看護職員の人員基準欠   

如による減算による減算は、当該施設全体で所定の員数を置いていない   

場合に限り、行われるものであること。  

（例）指定介護老人福祉施設（入所者九○人、介護・看護職員三○人）  

笠基準第十一号イ）。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例   
的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要がある   

こと。   

① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置   

による入所（同法第十条の凶第一項第三号の規定による市町村が行っ  

た措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入   

所生活介護の利用が行われる場合を含む。）によりやむを得ず入所定  

員を超える場合   

② 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基準第十  
九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より早期に施設  

への再入所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床  

だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る。）   

③ 近い将来、指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる  

者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続する   

ことが困難となった場今など、その事情を勘案して施設に入所をする  

ことが適当と認められる者が、指定介護老人福祉施設（当該施設が満  

床である場合に限る。）に入所し、併設される指定短期入所生活介護  
事業所の空床を利用して指定介護福祉施設サービスを受けることによ  

り、介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合  

（5）一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護職員又は看護職員   

の人員基準欠如等  

一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス費に係   

る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当   

該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定  

の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。   

また、ユニット型介護福祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員   

の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設の   

ユニット部分のどちらか→方で所定の員数（三：一の職員配置）を置い   

ていない場合に行われるものであること（職員配置等基準第十一号口及   

びハ）。  
なお、一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス   

費又はユニット型介護福祉施設サービス費に係る看護職員の人員基準欠   

如による減算による減算は、当該施設全体で所定の員数を置いていない   

場合に限り、行われるものであること。  

（例）指定介護老人福祉施設（入所者九○人、介護・看護職員三○人）  
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が一部ユニット型介護老人福祉施設（ユニット部分の入所者三○人、  

ユニット部分以外の部分の入所者六○人）に転換した場合において、  

一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分の入所者三○  

人に対し、二：一の職員配置で介護■看護職員を一五人配置し（ユ  

ニット型介護老人福祉施設サービス費を算定）、転換前の介護・看  

護職員数を維持するために、一部ユニット型指定介護老人福祉施設  

のユニット部分以外の部分の入所者六○人に対し介護・看護職員を  

一五人しか配置しないとすると、三：一の職員配置を満たさないた  

め、介護福祉施設サービス費について減算を行う。  

また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット   

部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所   

者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分につ   

いて夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制   

の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行   

われることとなる（夜勤職員基準第五号）。  

（6）ユニットにおける職員に係る減算について  

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満た   

ない場合の減算については、ある月（暦月）において基準に満たない状   

況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消される   

に至った月まで、入所者全員について、 所定単位数が減算されることと   

する（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除   

く。）  

（7）身体拘束廃止未実施減算について  

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行わ   

れていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に   

関する基準第十一条第五項の記録（同条第凶項に規定する身体拘束等を   

行う場合の記録）を行っていない場合に、入所者全員について所定単位   

数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない事実が生   
じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に捏出した後、事実が生じ   

た月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告する   

こととし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間につ   

いて、入所者全員について所定単位数から減算することとする。  

が一部ユニット型介護老人福祉施設（ユニット部分の入所者三○人、  

ユニット部分以外の部分の入所者六○人）に転換した場合において、  

一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分の入所者三○  

人に対し、二：一の職員配置で介護・看護職員を一五人配置し（ユ  

ニット型介護老人福祉施設サービス費を算定）、転換前の介護・看  

護職員数を維持するために、一部ユニット型指定介護老人福祉施設  

のユニット部分以外の部分の入所者六○人に対し介護・看護職員を  

一五人しか配置しないとすると、三：一の職員配置を満たさないた  

め、介護福祉施設サービス費について減算を行う。  

また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット   

部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所   

者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分につ   

いて夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制   

の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行   

われることとなる（夜勤職員基準第五号）。  

（6）ユニットにおける職員に係る減算について  

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満た   

ない場合の減算については、ある月（暦月）において基準に満たない状   

況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消される   

に至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることと   

する（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除  

く。）  

（7）身体拘束廃止未実施減算について  

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行わ   

れていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に   

関する基準第十一条第五項の記録（同条第四項に規定する身体拘束等を   

行う場合の記録）を行っていない場合に、入所者全員について所定単位   

数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない事実が生   
じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じ   

た月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告する   

こととし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間につ   

いて、入所者全員について所定単位数から減算することとする。  

（8）重度化対応加算について  

注5の重度化対応加算は、施設基準第三十号において準用する第二十   

世号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け  
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出た場合に算定されるが、その取扱いに？いては、以下のとおりとする  

こL  

イ 「二四時間連絡体制」とは、施設内で勤務することを要するもので   

はなく、御こは施設から   

の緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、   

①畢   

間における連絡・対応体融けンコール体制）に関する取り決めけ旨  

針やマニュアル等）の整備がなされていること。   

② 管理者を中心として、介護職員及び看護職貞による協議の上、看  

護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのよ  

うなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされているこ  

上且＿   

③御看護・介護職員に対して、②の取り決めが  

周知されていること∩   

④ 施設の看護職異とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、   

電話やFAX等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、  
オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこL   

といった体制を整備することを想定している。  

ロ御吉相談員、介護職員、看護職員、介護支援   

専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定められている   
ことが必要であり、同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、当   

該施設の看取りに関する考え方、終末期の経過⊥（時期、プロセス毎）   

卿こおいて看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、   

医師や医療機関との連携体制、本人及び家族との話し合いや同意、意   
思確認の方法、職員の具体的対応等が考えられる。  

／、重度化対応加算を算定している介護老人福祉施設においては、常時   

継続的に医学的な管理が必要と医師が認めた者の受入まで求めるもの   

ではないが、嘩（例えば胃ろうの者等）の受   

入を正当な理由なく断らないことが必要である。  

（8） 傭舌継続支援加算について   

①瑚舌継続支援加算は、重度の要介護状態の者や認知症の  

入所者が多くを占める施設において、介護福祉士資格を有する職員を  

手厚く配置することにより、卿寺しつつ日常  

生活を継続することができるよう支援することを評価するものであ  
ニ1＿‖．  
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②牒  

れることから介護そ必要とする認知厘の入所者」とあるのは、日常生  

括自立度叫。   

③瑚者の割合及び、日常生暗に支障をきたすおそれの  

みる症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症  

卿末日時点の写り  

合の平均について算出すること。■章キ、ノ副蜘て  

も、碑艶合がそれぞれ所定の割合以  

土であることが必要である。これらの割合については、毎月記録する  
ものとし、麟いては、直ちに訪問適所サ  

瑚しなけれげならない。   

④灘介護福祉士の員数を算出す  

る際の入所者数については、第二の1脚介  
護福祉士卿  

常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たすものでなけ  

蜘、  

て直近三月間の介護福祉士の員数が必要な員数を嘩た坤ることが  

柳こ訪問適所  

サービス通知第二の5の届出を提出しなければならない。  

なお、㈱時点で肇格を取得  

している者とすること。   

⑤瀾こあっては、カのサービス提供体制強化刀口  

算は算定できない。  

（9）看護体制加算について   

① 指定短期入所生活介護の事業折を併設している場合は、指定短期入  
所生活介孝事業所七は別に、必要な数の看護職貞を配置する必要があ  

る。卿   

②爛  

ている場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者と指定短期入  

所生活介護の利用者を合算したものを「入射、  

御具体的には、2（9）②のとおりとすること。   ③働算（Ⅰ）  
ワ及び看護体制加算（Ⅲ）珊が可能で  
ある。琢［算  

の対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算（Ⅲ）イ又はロに  
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おける看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。   

④ 「二四時間の連絡体制」とは、施設内で勤務することを要するもの  
ではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設か  

らの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、  

イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜  
間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指  

針やマニュア／レ等）の整備がなされていること。  

ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看  
護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのよ  

うなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされているこ  

と」．  

ハ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イ及びロの内容  
が周知されているこL  

ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、  

電話やFAX等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、  
オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。  

といった体制を整備することを想定している。  

（10）夜勤職員配置加算について   

① 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤  
職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後一○時から翌日の午前五時ま  

での時間を含めた連続する一六時間をいう。）における延夜勤時間数  

を、当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、  

小数点第三位以下は切り捨てるものとする。   
② 一部ユニット型指定介護老人福祉施設においては、当該施設のユニ  

ット部分とそれ以外の部分のそれぞれについて区別して加算の算定の  

可否を判断することとし、ユニット部分において加算の算定基準を満  

たした場合にはユニット部分の入所者について夜勤職員配置加算（Ⅲ）  

イ又はロを、ユニット部分以外の部分において加算の算定基準を満た  

した場合には当該部分の入所者について夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ又  

はロを、それぞれ算定することとする。   

③ 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老  

人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行っている場合にあ  

っては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定介護老人福祉施設の  

入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」と  

した場合に必要となる夜勤職員の数を一以上上回って配置した場合  
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に、加算を行う。   
④瑚部ユ、ニット型指定介護者人  

福祉施設のユニット部分にあっては、増配した夜勤職員については、  
必ずしも狩定のチニットに配置する必要はないものとすること  

吐辻 準ユニットケア加算について  

注6の準ユニットケア加算は、施設基準第三十一号において準用する   

第二十五号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事   

に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおり   

とすること。なお、施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満た   
す場合、当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケ   

ア加算を算定して差し支えない。   
イ 「プライバシー の確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動で  

ないもので隔てることまでを要するものではないが、視線が遮断され  

（姐 準ユニットケア加算について  

注6の準ユニットケア加算は、施設基準第三十一号において準用する   

第二十五号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事   

に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおり   

とすること。なお、施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満た   

す場合、当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケ   

ア加算を算定して差し支えない。   

イ 「プライバシー の確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動で  

ないもので隔てることまでを要するものではないが、視線が遮断され  

ることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテン  
による仕切りでは不可とする。また、天井から隙間が空いていること  
は認める。   

ロ ー人当たりの面積基準については、凶人部屋に中廊下を設けて居室  

を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間につ  

いての一人当たり面積基準は設けず、多床室全体として一人当たりの  

面積基準を満たしていれば足りることとする。  

ることを前提とする。建具による仕切  

による仕切りでは不可とする。また、  

は認める。   

ロ ー人当たりの面積基準については、  

を仕切るなど様々な工夫が考えられる  

いての一人当たり面積基準は設けず、  

面積基準を満たしていれば足りること  

（12）若年性認知症入所者受入加算について  

りは認めるが、家具やカーテン  

天井から隙間が空いていること   

四人部屋に中廊下を設けて居室  

ことから、仕切られた空間につ  

多床室全体として一人当たりの  

とする。  

2の（12）を準用する。  

址個別機能訓練加算について  
4の（2）を準用する。  

吐姐精神科を担当する医師に係る加算について   

① 注9に規定する「認知症（法第八条第十六項に規定する認知症をい  

う。以下同じ。）である入所者」とは、次のいずれかに該当する者と  

すること。  

イ 医師が認知症と診断した者  

ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老  
人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算  

制度について」（平成六年九月三十日老計第一三一号）における認  

知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必  

要としない。   

② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、  

吐吐個別機能訓練加算について  

4の（2）を準用する。  

出精神科を担当する医師に係る加算について   
① 注9に規定する「認知症（法第八条第十六項に規定する認知症をい  

う。以下同じ。）である入所者」とは、次のいずれかに該当する者と  
すること。  

イ 医師が認知症と診断した者  

ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老  
人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算  

制度について」 （平成六年九月三十日老計第一三一号）における認  

知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必  

要としない。   

② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、  

－41－   



▼■  
▲、－ －．   て■ ＿  

認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。   

③ 注9において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼ  
うしている医療機関において精神科を担当している医師を指すもので  

あることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師で  

あった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が  

担保されていると判断できる場合は算定できる。   

④ 精神科を担当する医師について、注8による常勤の医師に係る加算  
が算定されている場合は、注9の規定にかかわらず、精神科を担当す  
る医師に係る加算は算定されないものであること。   

⑤ 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師（嘱託医）が  

一名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置  
医師として勤務する回数のうち月四回（一回あたりの勤務時間三～四  

時間程度）までは加算の算定の基礎としないものであること。（例え  

ば、月六回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合   

：六回一四回＝二回となるので、当該費用を算定できることになる。）   

⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。  

迫障害者生活支援員に係る加算について   
① 注10の「視覚障害者等」については、二十三号告示第二十九号にお  

いて「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の  

知的障害者」としたところであるが、より具体的には以下の者が該当  

するものであること。  

イ 視覚障害者  

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条  

第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害  

者手帳」という。）の障害の程度が一級又は二級若しくは、これに  
準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーショ  

ンや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者  

口 聴覚障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚障害の  

状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると  

認められる聴覚障害を有する者  
ハ 言語機能障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語機能障  

害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障が  

あると認められる言語機能障害を有する者  

認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。   

③ 注9において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼ  
うしている医療機関において精神科を担当している医師を指すもので  

あることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師で  

あった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が  

担保されていると判断できる場合は算定できる。   

④ 精神科を担当する医師について、注8による常勤の医師に係る加算  
が算定されている場合は、注9の規定にかかわらず、精神科を担当す  
る医師に係る加算は算定 

⑤ 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師（嘱託医）が  

一名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置  
医師として勤務する回数のうち月四回（一回あたりの勤務時間三～四  

時間程度）までは加算の算定の基礎としないものであること。（例え  

ば、月六回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合   

：六回一週回＝二回となるので、当該費用を算定できることになる。）   

⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。  

は辻障害者生活支援具に係る加算について  

（∋ 注10の「視覚障害者等」については、二十三号告示第二十九号にお  

いて「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の  

知的障害者」としたところであるが、より具体的には以下の者が該当  

するものであること。  

イ 視覚障害者  

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条  

第凶項の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害  

者手帳」という。）の障害の程度が一級又は二級若しくは、これに  
準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーショ  

ンや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者  

口 聴覚障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚障害の  

状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると  

認められる聴覚障害を有する者  
ハ 言語機能障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語機能障  

害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障が  

あると認められる言語機能障害を有する者  
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ニ 知的障害者  

「療育手帳制度について」 （昭和四十八年九月二十七日付厚生省  

発児第一五六号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官  

通知）第五の2の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が  

「療育手帳制度の実施について」（昭和四十八年九月二十七日児発  

第七二五号各都道府‥県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局  

長通知）（以下「局長通知」という。）の第三に規定するA（重度）  

の障害を有する者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十  

七号）第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知  

的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三に規定  

する重度の障害を有する者   

② 注10の「入所者の数が一五人以上」という障害者生活支援員に係る  

加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者及び知  

的障害者の合計数が一五人以上であれば満たされるものであること。  

この場合の障害者生活支援員の配置については、それぞれの障害に対  

応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが、例え  

ば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援具に加えて、聴  
覚障害、言語機能障害及び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又  

は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことがで  

きれば、当該加算の要件を満たすものとする。   

③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（二十三号告  

示第三十号ハ）としては、知的障害者福祉法に規定する知的障害者福  

祉司の資格を有する者のほか、同法第十九条第一項に規定する知的障  

害者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験五年  

以上の者とする。  

廷迫入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について   

① 注11により入院又喀外泊時の費用の算定について、入院又は外泊り  

期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊  

を行う場合は、六日と計算されること。  

（例）  

入院又は外泊期間・三月一目～三月八日（八日間）  

三月一日 入院又は外泊の開始……… 所定単位数を算定  

三月二日～三月七日（六日間）‥‥…・一 日につき三三塁単位を算  

定可  

三月八日 入院又は外泊の終了……・t・所定単位数を算定  

ニ 知的障害者  

「療育手帳制度について」（昭和四十八年九月二十七日付厚生省  

発児第一五六号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官  

通知）第五の2の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が  

「療育手帳制度の実施について」（昭和四十八年九月二十七日児発  

第七二五号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局  

長通知）（以下「局長通知」という。）の第三に規定するA（重度）  

の障害を有する者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十  

七号）第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知  

的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三に規定  

する重度の障害を有する者   

② 注10の「入所者の数が一五人以上」という障害者生活支援員に係る  

加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者及び知  

的障害者の合計数が一五人以上であれば満たされるものであること。  

この場合の障害者生活支援員の配置については、それぞれの障害に対  

，応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが、例え  

ば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴  
覚障害、言語機能障害及び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又  

は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことがで  

きれば、当該加算の要件を満たすものとする。   

③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（二十三号告  

示第三十号ハ）としては、知的障害者福祉法に規定する知的障害者福  

祉司の資格を有する者のほか、同法第十九条第一項に規定する知的障  

害者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験五年  

以上の者とする。  

建泣入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について   

① 注11により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の  

期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊  

を行う場合は、六日と計算されること。  

（例）  

入院又は外泊期間・三月一日～三月八日（八日間）  

三月一日 入院又は外泊の開始……‥・ 所定単位数を算定  

三月二日～三月七日（六日間） …‥一 日につき三旦玉単位を算  

定可  

三月八日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定  
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② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所し  
た日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそ  
のまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊  

時の費用は算定できない。   

③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の  
算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサー  

ビスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者  

の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可  

能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定で  

きないこと。   

④ 入院又は外泊時の取扱い  

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は外泊で  
月をま′たがる場合は、、．最大で連続一三泊（一二日分）まで入院又は  

外泊時の費用の算定が可能であること。  

（例）月をまたがる入院の場合  

入院期間：一月二十五日～三月八日  

一月二十五日 入院……… 所定単位数を算定  

一月二十六日～一月三十一日（六日間）………一日につき三三皇  

単位を算定可  

二月一日～二月六日（六日間）………一目につき三三9単位を算  

定可  

二月七日～三月七日……… 費用算定不可  

三月八日 退院………所定単位数を算定  

ロ 「外泊」には、 
族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。  

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は  
算定されないものであること。  

ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連  

絡調整、情報提供などの業務にあたること。  
吐姐初期加算について   

① 入所者については、碍定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施  
設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日  

から三○日間に限って、一日につき三○単位を加算すること。   

② 「入所日から三○日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行って  
いる間は、初期加算を算定できないこと。   

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所し  
た日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそ  
のまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊  

時の費用は算定できない。   

③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の  
算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサー  

ビスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者  

の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可  

能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定で  

きないこと。   

④ 入院又は外泊時の取扱い  

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は外泊で  
月をまたがる場合は、最大で連続一三泊（一二日分トまで入院又は  

外泊時の費用の算定が可能であること。  

（例）月をまたがる入院の場合  

入院期間：一月二十五日～三月八日  

一月二十五日 入院……… 所定単位数を算定  
一月二十六日 ～一月三十一日（六日間）………一 日につき二四六  

単位を算定可  

二月一日～二月六日（六日間）………一 日につき三旦杢単位を算  

定可  

二月七日～三月七日……… 費用算定不可  

三月八日 退院……… 所定単位数を算定  

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家  
族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。  

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は  
算定されないものであること。  

ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連  

絡調整、情報提供などの業務にあたること。  

吐吐初期加算について   

① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施  
設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日  

から三○日間に限って、一日につき三○単位を加算すること。   

② 「入所日から三○日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行って  
いる間は、初期加算を算定できないこと。  
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③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立度の  
ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一月間とする。）の間  
に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り算定  

できることとする。  

なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生  
活介護（単独型の場合であっても1の（2）の②に該当する場合を含む。）  

を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した  

場合（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。）  

については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三  

○日から控除して得た日数に限り算定するものとする。   
④ 三○日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③  

にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。  
吐姐退所時等相談援助加算について   

① 退所前後訪問相談援助加算  

イ 退所前の訪問相談援助については、入所期間が一月を超えると見  

込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を  
訪問して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合  

に、入所中一回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所  
に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については、  

二回の訪問相談援助について加算が行われるものであること。この  

場合にあっては、一回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設  
サービス計画の策定に当たって行われるものであり、二回目の訪問  
相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最  

終調整を目的として行われるものであること。  
ロ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相談援助  

加算は訪問日に算定するものであること。  
ハ 退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できないもの  

であること。  

a 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合  

c 死亡退所の場合  

二 退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職  

員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。  
ホ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行  

③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（キだし、「自立度判定基準」   

l主よ亙ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一月間とする。）  

の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り  

算定できることとする。  

なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生  

活介護（単独型の場合であっても1の（2）の②に該当する場合を含む。）  

を利用していた者が目を空けることなく引き続き当該施設に入所した  

場合（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。）  

については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三   

○目から控除して得た日数に限り算定するものとする。   

④ 三○日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③  
にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。  

廷迫退所時等相談援助加算について   

① 退所前後訪問相談援助加算  

イ 退所前の訪問相談援助については、入所期間が一月を超えると見  

込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を  

訪問して退所彼の居宅サービス等について相談援助を行った場合  

に、入所中一回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所  
に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については、  

二回の訪問相談援助について加算が行われるものであること。この  

場合にあっては、一回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設  

サービス計画の策定に当たって行われるものであり、二回目の訪問  

相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最  

終調整を目的として行われるものであること。  

ロ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相談援助  

加算は訪問日に算定するものであること。  

ハ 退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できないもの  

であること。  

a 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合  

c 死亡退所の場合  

二 退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職  

貞、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。  

ホ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行  
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うこと。  

へ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び  
相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。   

② 退所時相談援助加算  

イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。  
a 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活  

に関する相談援助  

b 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を  

目的として行う各種訓練等に関する相談援助  

c 家屋の改善に関する相談援助  

d 退所する者の介助方法に関する相談援助  

ロ ①のハからへまでは、退所時相談援助加算について準用する。  

ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福  
祉法第二十条の七のこに規定する老人介護支援センターに替え、法  

第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに対し  

て行った場合についても、算定できるものとする。   

③ 退所前連携加算  

イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所者の退  

所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、  

退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場  

合に、入所者一人につき一回に限り退所日に加算を行うものである  

こと。  

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要  

点に関する記録を行うこと。  

ハ ①のハ及びこは、退所前連携加算について準用する。  

ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携  

加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るときにのみ算定で  

きるものとする。  

山江従来型個室に入所していた者の取扱いについて   

うこと。  

へ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び  
相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。   

② 退所時相談援助加算  

イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。  

a 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活  

に関する相談援助  

b 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を  

目的として行う各種訓練等に関する相談援助  

c 家屋の改善に関する相談援助  

d 退所する者の介助方法に関する相談援助  

ロ ①のハからへまでは、退所時相談援助加算について準用する。  
ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福  

祉法第二十条の七のこに規定する老人介護支援センターに替え、法  

第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに対し  

て行った場合についても、算定できるものとする。   

③ 退所前連携加算  

イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所者の退  

所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、  

退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場  

合に、入所者一人につき一回に限り退所日に加算を行うものである  

こと。  

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った目及び連携の内容の要  

点に関する記録を行うこと。  

ハ ①のハ及びこは、退所前連携加算について準用する。  

ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携  

加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るときにのみ算定で  

きるものとする。  

吐姐従来型個室に入所していた者の取扱いについて  

注12に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者で   

あって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、平成十七年   
十月一目以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来   

型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受   
けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、   

当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に  

注12に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者で  

あって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、平成十七年  
十月一日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来  
型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受  

けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、  

当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に  
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入所して介護福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注12に規定す  

る措置の対象とはならないこと。  

入所して介護福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注12に規定す   

る措置の対象とはならないこと。  

（17）栄養管理体制加筆   

①働管理栄養  

±等」という。）叫と：（労働  

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に  

脚よる労働者派遣事  

業により派遣された派遣労働者を含む。）旦なお、調理業務の委託先  
にのみ管理栄養士等が配置されて㈱加算を算定できな  

いこと。   

②働敷地内の複数の介護保険施設の栄養管理   

等を行御指定介護老人福祉施設の  

み算定できること。   

③働て適切な  

栄養量及び内容の食事の軽供を行うため、岬  

の作成を行うこと。ただし、糊算を算定  

する場合にあっては、棚頁（食事せん及び献立  
表を除く。）の作成を行う必要はないことJ  

イ働当たっては、検食簿、喫食調査時果、食事せん、献  

立表脾費日計等の食事関係書類を作  

成し、その内容につき、御と。  

咽じ  

て（少なくとも六月に一回）作成していること。  

吐姐栄養マネジメント加算   

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジメント  

の一環として行われることに留意すること。  

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわら  

ず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。   

② 常勤の管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。  

姐栄養マネジメント加算   

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジメント  

の一環として行われることに留意すること。  

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわら  

ず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。   

② 姓常勤の管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。  

な串、牌場合は、  

当該加算を算定できないこと。   

③働敷地内の複数の介護保険施設の栄養ケア   

・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する凝設のみ算  

定できるこ出   

金 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに掲げる  豊 栄養ケア■マネジメントについては、以下のイからトまでに掲げる  
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とおり、実施すること。  

イ 入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること（以   

下「栄養スクリーニング」という。）。  

ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題を把握   

すること（以下「栄養アセスメント」という。）。  

ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、管理栄   

養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入   
所者毎に、栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法等）、栄   

養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべ   

き事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄   

養ケア計画を作成すること0また、作成した栄養ケア計画に？いて   

は、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説   

明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいて   
は、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載す   

る場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることがで   

きるものとすること。  

ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメントを実   

施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養補給方法の変   

更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要   

性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。  

ホ 入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状   
況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養ス   
クリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状態のリスクのレベル   

に応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者毎の栄養ケ   

ア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に当たっては、   

低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性があ  

る者（経管栄養法から経口栄養法への変更等）については、概ね二   

週間毎、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月毎に行   

うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月   

一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。  
へ 入所者毎に、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクについ   

て、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこ   

と。  

ト 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成   

土⊥年厚生省令第旦む号）第旦条に規定するサービスの提供の記録に  

とおり、実施すること。  

イ 入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること（以   

下「栄養スクリーニング」という。）。  

ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題を把握   

すること（以下「栄養アセスメント」という。）。  

ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、管理栄   

養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共   
同して、入所者毎に、栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方   
法等）、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、   

解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記   

載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画   
については、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその   

家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービス   
においては、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中   

に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代える   

ことができるものとすること。  

ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメントを実   

施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養補給方法の変   

更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要   

性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。  

ホ 入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状   
況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養ス   
クリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状態のリスクのレベル   

に応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者毎の栄養ケ   
ア計画に記載すること。当該モニタ リング間隔の設定に当たっては、   

低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性があ   

る者（経管栄養法から経口栄養法への変更等）については、概ね二   

週間毎、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月毎に行   

うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月   

一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。  
へ 入所者毎に、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクについ   

て、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこ   

と。  

ト 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成   

十一年厚生省令第三十九号）第八条に規定するサービスの提供の記  

酪   
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録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の  

栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジ  

メント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必  

要はないものとすること。  

＆ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を   
得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始す‾るものとするこ   

と。   

たミレこ‾利月者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養  

ゝ犬斑ぞビ定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメン  

ト極二の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要は  

たfい♭のとすること。  

塾 繹頚デア吉十画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を   
得モルヒ日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとするこ  

平成十七年十月  に限り、平成十七  については  

左巨J二』P」三月意がとれていれば、平成十七年十月一日に遡り算定でき  

⑥ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高齢者の  
栄養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食笹、喫食調査結果、  
入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事関係章類（食事せん及  

び献立表を除く。）、僻目標量に関する  
帳票は、作成する必要がないこL  

迫辻経口移行加算   

① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に  

係るもの．については、次に掲げるイからハまでの通り、実施するもの  

とすること。  

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事  
の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を  

受けた者を対象とすること。医師し歯科医師、管理栄養士、看護師、  

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂  

取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成す  

ること（ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあ  

っては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、  

当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に  

説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおい  

ては、経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載  

する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることが  

できるものとすること。  

ロ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加算の算  
定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂  

取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家  

族の同意を得た日から起算して、一八○日以内の期間に限るものと  

し、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しな  

地経口稲梓加算   
① 緯口移行加算のうち緯管栄養から経口栄養に移行しようとする者に  

係るもりについては、次に掲げるイからハまでの通り、実施するもの  

とすること。  
イ 現に解管により食事を摂取している者であって、経口による食事  

の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を  

受けた者を対象とすること。医師、管理栄養士、看護師、介護支援  
等門島その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進め  
るための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること  

（ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、  
栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計  
画にっいては、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、  

その間煮を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経  
口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合  

は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができるも  

のとすること。  

ロ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加算の算  
定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂  
取を穐了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家  
族の筒音を得た白から起算して、一八○日以内の期間に限るものと  
L、それを超えた場合においては、原則と  して当該加算は算定しな  
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いこと。  

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者又はそ  
の家族の同意を得られた日から起算して、一八○日を超えて実施さ  

れる場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、  

医師の指示に基づき、鱒続して経口による食事の摂取を進めるため  

の栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算  

定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示  

は概ね二週間毎に受けるものとすること。   

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚇性肺  
炎の危険も生じうることから、次のイからハまでについて確認した上  

で実施すること。  

イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、  

現疾患の病態が安定していること。）。  

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。  

ハ 嚇下反射が見られること（唾液嘩下や口腔、咽頭への刺激による  
喉頭挙上が認められること。）。  

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を礁下しても「むせ」がないこと。   

③ 経口移行加算を一八○日間にわたり算定した後、経口摂取に移行で  
きなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養  

管理を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。  

追払経口維持加算   

① 経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤囁が認められ  

る者に係るものについて  

イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食  

機能障害を有し、誤喋が認められる者（経口維持加算（1））及び摂食  

機能障害を有し誤嚇が認められる者（経口維持加算（Ⅱ））に係るも  

のについては、次に掲げるaからdまでの通り、実施するものとす  

ること。  

a 経口維痔加算（Ⅰ）については、現に経口により食事を摂取して  

いる者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影（医科診  
療報酬点数表中「造影剤使用据影」をいう。以下同じ。）又は内  

視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」を  

いう。以下同じ。）により誤嚇が認められる（喉頭侵入が認めら  

れる場合を含む。）ことから、継続して経口による食事の摂取を  
進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を  

いこと。  

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者又はそ  
の家族の同意を得られた日から起算して、－八○日を超えて実施さ  

れる場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、  

医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるため  

の栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算  

定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示  

は概ね二週間毎に受けるものとすること。   

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤礁性肺  

炎の危険も生じうることから、次のイからハまでについて確認した上  

で実施すること。  

イ 全∴身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、  
現疾患の病態が安定していること。）。  

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。  

ハ 巧熊下反射が見られること（唾液礁下や口腔、咽頭への刺激による  

喉頭卜挙上が認められること。）。  

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を喋下しても「むせ」がないこと。   

③ 経口移行加算を一八○日間にわたり算定した後、経口摂取に移行で  
きなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養  

管理を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。  
姐経口糸臣持加算   

q 経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤礁が認められ  
る者に係るものについて  

イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食  
機青巨障害を有し、誤礁が認められる者（経口維持加算（Ⅰ））及び摂食  

機肯巨障害を有し誤怖が認められる者（経口維持加算（Ⅱ））に係るも  

のについては、次に掲げるaからdまでの通り、実施するものとす  
ること。  

a 経口維持加算（Ⅰ）については、現に経口により食事を摂取して 

いる者であって、著しい摂食機能障害を有卜造影撮影（医科診  
療更報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。）又は内  

視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」を  

し、う。以下同じ。）により誤礁が認められることから、継続して  

経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるも  

のとして、医師の指示を受けたものを対象とすること。  
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